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I 入札の全般に関する事項 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 業 務 名 令和７年度高額介護合算療養費支給決定通知及び高額療養費支給申請勧奨

通知印刷・封入等業務（以下「本業務」という。） 

（２） 業務内容 令和７年度高額介護合算療養費支給決定通知及び高額療養費支給申請勧奨

通知印刷・封入等業務 仕様書のとおり 

（３） 契約期間 契約締結日から令和 8年 3月 31 日まで 

 

２ 入札参加者の資格に関する事項  

入札に参加することができる者は、以下の要件を全て満たす者とする。 

（１） 地方自治法施行令第 167条の 4 第 1項の規定に該当しない者 

（２） 会社更生法（平成 14 年法律第 154号）第 17 条、民事再生法（平成 11年法律第 225 号）

第 21 条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認

可決定又は再生計画の認可決定がなされている者 

（３） 熊本県後期高齢者医療広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に関する事務

取扱要領第２条第４号に規定する暴力団等又は第５号に規定する暴力団等関係者ではない者 

（４） 過去２年の間に、国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって、全て誠実に履行した者 

（５） 個人情報保護や対策を目的とした一般財団法人日本情報経済社会推進協会によるプラ

イバシーマークの認定又はＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）適合評価制

度の認証、一般社団法人日本プライバシー認証機構によるＴＲＵＳＴe の認証のいずれかを

受けていること。 

 

３ 委託条件 

（１） 受託者は、本業務の実施に当たって、関係法令等を十分に遵守すること。 

（２） 受託者は、本契約の履行により知り得た委託業務の内容を一切第三者に漏らしてはな

らない。 

（３） 個人情報保護の観点から、本業務を原則として再委託してはならない。 

（４）  取り扱う個人情報は厳重に管理し、その保護に配慮した十分な体制を整えられること。 

（５） 業務中のトラブル発生に際しては、事業所内のバックアップ体制が整っており、迅速

な対応ができること。 

（６） 本業務の仕様内容について確実に履行できること。 
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４ 入札説明書の交付及び入札説明会について 

入札説明書は、次のとおり交付する。 なお、入札説明書については熊本県後期高齢者医療広

域連合のホームページ（入札公告）よりダウンロードすることができる。 

また、本業務において入札説明会は実施しない。 

（１） 交付期間 令和 7 年 2月 14日（金）から令和 7年 3月 4日（火） 

（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。） 

（２） 交付時間 午前 9 時から正午まで及び午後 1時から午後 5時まで 

（３） 交付場所  

〒862－0911 熊本市東区健軍 2 丁目 4番 10 号 熊本県市町村自治会館 ２階 

熊本県後期高齢者医療広域連合事務局 給付課 給付班（TEL 096-288-6050） 

 

５ 入札参加資格の確認  

入札参加希望者は、競争入札参加申請書及び添付資料（以下「申請書類」という。）を提出し、

入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

なお、提出期限までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格を有しないと認められた者

は、本業務の入札に参加することができない。  

（１） 提出期間 令和 7 年 2月 14日（金）から令和 7年 3月 4日（火） 

（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。） 

（２） 受付時間 午前 9 時から正午まで及び午後 1時から午後 5時まで 

（３） 提出場所 「４（３）」に同じ。  

（４） 申請書類  

① 本業務についての一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

② 使用印鑑届（様式第２号） 

③ 会社経歴書（様式第３号） 

④ ③に記載した業務に係る契約書及び業務完了届 

（業務完了届はある場合のみ添付すること） 

⑤ 代理人を選出する場合にあっては、委任状（様式第４号の１） 

⑥ 営業所等一覧表（任意様式） 

⑦ 役員等名簿及び照会承諾書（様式第５号） 

⑧ プライバシーマーク又はＩＳＭＳの認証、ＴＲＵＳＴｅの認証の使用許諾証の写

し及び個人情報保護方針が確認できるもの 

⑨ 納税証明書（市町村民税、県税、国税 ※熊本県内に営業所等がない場合は、本

社所在地等の滞納がない旨を確認できる書類） 

※滞納又は未納がないことを証するものに限る。 

（提出日を基準に 3か月以内に発行されたもの） 

⑩ 定款 

⑪ 商業・法人登記簿謄本（提出日を基準に 3か月以内に発行されたもの） 

⑫ 財務諸表（直近 2年分） 

⑬ 印鑑証明書（提出日を基準に 3か月以内に発行されたもの） 
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（５） その他 

申請書類について 

ア 作成費用は入札参加希望者の負担とする。  

イ 申請書類の提出は、提出場所へ持参により行うこととする。 

ウ 申請書類は返却しない。 

エ （４）④及び⑨～⑬の書類については、写しの提出でも可とする。 

オ 提出された申請書類に不備があった際には、電子メール又は電話にて通知する。 

※再提出期間は令和 7年 3月 5日（水）から令和 7年 3月 6日（木）午後 5時まで 

 

６ 入札参加資格審査結果の通知  

申請書類を提出した者のうち資格が確認できた者に対しては、入札参加資格がある旨を、資

格が確認できなかった者に対しては、入札参加資格がない旨及びその理由を一般競争入札参加

資格審査結果通知書（様式第６号）により通知する。 

 

７ 入札説明書等に対する質問  

（１） 入札説明書等に対する質問がある場合は、質問書（様式第７号）により、ファックス

又は電子メールにて提出すること。なお、入札参加資格に関する問い合わせについては、

「４（３）」の場所において随時行っているため、質問書には記載しないこと。 

（２） 電子メールアドレスは、koukikoureisya@kumamoto-kouiki.jpとする。  

（３） 質問の受付は、令和 7 年 2月 14日（金）から令和 7年 2月 25日（火）正午までとす

る。 

（４） 回答は令和 7年 2 月 28日（金）正午までに電子メール又はファックスにて行い、 

併せて熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページにも掲載する。 

 

８ 入札執行手続き等  

本業務は、一般競争入札によるため、この入札説明書に基づき本業務に関する入札書を提出

すること。  

なお、入札書の詳細な作成方法は、「Ⅱ 入札書作成要領」による。  

（１） 入札日  

令和 7年 3月 11日（火） 午前 11時 00分から 

（２） 入札場所 

熊本市東区健軍 2 丁目４番 10号 熊本県市町村自治会館 ２階  

熊本県後期高齢者医療広域連合事務局 会議室 

（３） 提示書類 

入札参加資格確認のため、一般競争入札参加資格審査結果通知書（写し可）を入札担

当者の求めに応じ提示すること。 

（４） 契約手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国の通貨に限る。  

（５） 入札方法 

ア 入札書持参による入札とする。  

mailto:koukikoureisya@kumamoto-kouiki.jp
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イ 代理人をもって入札する場合は、入札書に委任者と代理人を併記し、当該代理人の記名

押印をもって入札すること。また、代理人は委任状（様式第４号の２）を持参すること。 

ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額にその金額の 100 分の 10に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるも

のとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する額を入札書に

記載すること。  

（６） 入札保証金 

見積もる契約金額の 100 分の 5以上の入札保証金を令和 7 年 3 月 6 日までに納入するも

のとする。ただし、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第４条第１項第２号の規

定に該当する場合は免除とする。 

（７） 契約保証金 

見積もる契約金額の 100分の 10 以上を契約締結のときまでに納入するものとする。ただ

し、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第 28 条第２項第３号の規定に該当する場

合は免除とする。 

（８） 入札の無効 

期限までに入札参加申請書類を提出していない者、入札に参加する資格のない者及び虚

偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、

無効とする。 

なお、本広域連合により入札参加資格のある旨が確認された者であっても、確認の後、

入札時点において「２ 入札参加者の資格に関する事項」に掲げる資格のない者のした入

札は、無効とする。 

（９） 落札者の決定方法 

落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で、最低価格にて入札した者とす

る。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちにくじ引き

を行い決定する。 

（１０） 落札者が契約を締結しない場合の措置 

落札者が契約を締結しないときには、次点となった入札者と契約の交渉を行うこととす

る。なお、次点者となる者が２者以上あるときは、くじ引きにより決定する。 

（１１） 入札者が１者の場合の取り扱い 

入札者が１者であっても、２者以上の場合と同様に、本入札説明書に従って入札されて

おり、かつ、入札金額が予定価格の制限の範囲内である場合には、落札者として決定する。 

（１２） 入札執行回数 

   入札執行回数は２回までとする。なお再入札において、再入札の実施日時に再入札を行 

わなかった者は再入札を棄権したものとみなす。また、１回目の入札で棄権、辞退、無効 

となった者は再入札には参加できないものとする。 

（１３） 入札参加者の入札価格等の公表 

入札参加者全ての商号及び入札価格は落札者決定後、本広域連合のホームページで公表

する。 
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９ 契約等に関する事項  

（１） 本業務は一般競争入札とし、入札価格により落札者を決定する。 

（２） 落札者との契約については、「Ⅶ 委託契約書（案）」に基づき、落札後、熊本県後期

高齢者医療広域連合が示す契約書をもって契約締結するものとする。 

（３） 本契約に関する不正行為を原因とする契約解除条項を契約書に盛り込むものとする。 

（４） 支払いは請求書を受け取った日から 30日以内に行うものとする。 

 

１０ その他 

（１） 入札は、「Ⅳ 一般競争入札心得」に基づき、実施するものとする。 

（２） 入札参加申請書類の記載事項に変更があった場合は、記載事項変更届（様式第８号）

により、遅滞なく、変更内容を証明できる書類を添えて、届けなければならない。 

 

１１ 入札書に関する事項  

（１） 入札書の種類 

入札に当たっては入札書（様式第９号の１）及び内訳書（樣式第９号の２）を使用す

ること。 

（２） 入札書作成要領 

詳細は、「Ⅱ 入札書作成要領」による。 
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II 入札書作成要領 

 

１ 入札書の種類及び提出部数 

入札書（様式第９号の１） １部 

内訳書（樣式第９号の２）  １部 

 

２ 入札書の作成要領 

（１） 入札書の提出に当たっては、次のとおり行うこと。 

① 入札書に記名押印の上、申し込まなければならない。 

② 入札書に記載する日付は、入札の日とすること。 

（２） 入札書は、封筒表に「入札業務名」を、封筒裏に「氏名」（法人の場合はその商号又は

名称及び代表者職・氏名）を記入した封筒に封入後、提出すること。 

（３） 入札金額は、契約希望金額の 110 分の 100 に相当する額（いわゆる税抜き価格）であ

ること。 

（４） 代理人をもって入札する場合は、委任状（様式第４号の２）を入札参加時に入札担当

者に提出すること。この場合、入札書には、委任者と代理人を併記し、当該代理人の記

名押印をもって入札するものとする。なお、入札者又はその代理人は、入札に際し、他

の入札者の代理人になることができない。 

 

III 落札者決定基準 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合が委託する「令和７年度高額介護合算療養費支給決定通知

及び高額療養費支給申請勧奨通知印刷・封入等業務」に係る落札者決定基準については、次

に掲げる方法による。 

落札者の決定方法については、予定価格の制限の範囲内で最低価格にて有効な入札を行っ

た者とする。ただし、落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちにく

じ引きを行い、落札者を決定する。 

なお、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札をした者がいないときは、直ちにその

場所において、１回に限り再度入札に付するものとする。 
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IV 一般競争入札心得 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合一般競争入札心得 

 

（目 的）  

第１条 この心得は、熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）が実施する一

般競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）が、守らなければならない事

項を定めるものとする。  

（法令等の遵守）  

第２条 入札参加者は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令（昭和 22 年政

令第 16 号。以下「令」という。）、この心得、入札説明書等の各条項等を遵守しなければならな

い。  

２ 入札参加者は入札に際し、入札担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、いやしくも不

穏当な言動等により、正常な入札の執行の妨げとなり、他の入札参加者の迷惑となるようなこ

とを避けるほか、常に善良なる入札参加者としての態度を保持しなければならない。  

３ 入札参加者は、入札説明書等により契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければな

らない。  

（公正な入札の確保）  

第３条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号。以下「独占禁止法」という。）等に抵触する行為を行ってはならない。  

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入

札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示しては

ならない。  

（入札参加資格）  

第４条 入札参加者は、令第１６７条の６第１項の規定による公告（以下「公告」という。）にお

いて指定した期日までに、公告又は入札説明書において指定した書類を入札担当者等に提出し、

当該競争の参加資格の有無について確認を受けなければならない。  

２ 次の各号の一に該当する者は、入札に参加することができない。  

（１）前項に規定する公告に掲げる入札参加に必要な資格を有しない者  

（２）入札参加申請をしていない者 

（３）入札日において、入札参加に必要な資格を有しなくなった者  

（４）前各号に挙げるもののほか、正常な入札の執行を妨げる等の行為をなすおそれがある者  

（入札の方法） 

第５条 入札参加者は、定められた日時までに、定められた場所へ、所定の入札書を記名・押印

のうえ、持参により提出しなければならない。  

２ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状（様式第４号の２）を入札参加時に

入札担当職員に提出しなければならない。この場合、入札書には、委任者と代理人を併記し、

代理人の記名押印をもって入札するものとする。  

３ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人をするこ
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とはできない。  

４ 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議・協定又は公正な入札執行の妨げをしてはな

らない。  

５ 入札参加者は、落札者が契約締結することを妨げてはならない。  

６ 入札参加者は、入札書を提出する際は、次の各号により行わなければならない。 

（１）入札書に記名押印のうえ、申し込まなければならない。  

（２）入札書に記載する日付は、入札日とすること。 （入札書記入の日を記入しないこと。） 

（３）入札書は、表面に「入札業務名」を、裏面に「氏名」（法人の場合はその商号又は名称及び

代表者職・氏名）を記入した封筒に封入後、提出すること。 

（入札の辞退） 

第６条 入札参加者は、入札の完了まで、いつでも入札を辞退することができる。  

２ 入札参加者が入札を辞退するときは、入札執行前までに入札辞退届（様式第 10号）を入札担

当職員等に提出するものとする。 

３ 入札を辞退した者は、これを理由として、以後の入札等について不利益な取扱いを受けるも

のではない。  

（入札書の書換等の禁止） 

第７条 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。  

（入札の中止等）  

第８条 入札参加者が談合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行する

ことができないと認められるときは、当該入札に関する調査を行い、入札の執行を延期し、又

は入札の執行を取り止めることがある。  

２ 入札の執行に際して、天災地変、その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延

期し、又は取り止めることがある。  

（開 札）  

第９条 開札は、入札会場において入札書提出後直ちに行う。  

（入札の無効） 

第 10 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。  

（１）第４条第２項各号の一に該当する入札に参加する資格を有しない者のした入札  

（２）所定の日時までに所定の場所へ提出されない入札  

（３）委任状を提出しない代理人のした入札  

（４）委任者名の併記されていない委任状を提示した代理人がした入札  

（５）記名押印を欠く入札  

（６）金額の表示がない入札、金額を訂正した入札又は金額の記載の不鮮明な入札  

（７）誤字・脱字等により、意思表示の内容の不明瞭な入札  

（８）入札に際して談合等不正行為を行ったと認められる者のした入札  

（９）契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札  

（10）その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著し

く不適当であると認められる入札  

（11）同一の入札について、２以上の入札をした者の入札  

（12）同一の入札について、自己のほか、他人の代理人を兼ねて入札した者の入札  
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（13）同一の入札について、２以上の代理人をした者の入札  

（14）その他入札に関する条件に違反した入札   

（入札金額の記載） 

第 11 条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金

額）をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるかを問わず、消費税及び地方消費税を抜いた金額（税抜金額）を入札書に記載すること。  

（落札者の決定）  

第 12 条 落札者の決定に当たっては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者

を落札者として決定する。落札金額は、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相

当する額を加算した金額とする。  

２ 前項の規定により落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに、くじ

引きにより落札者を決定する。 

３ 開札に際して予定価格の制限に達しないときは、再度入札を実施することができる。 

（契約書の提出）  

第 13 条 契約書を作成する場合においては、落札者は契約書に記名押印し、落札決定の日の翌日

から起算して、10日以内に入札（契約）担当職員に提出しなければならない。ただし、入札（契

約）担当職員の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。  

２ 落札者が前項に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札者としての権利を失う。  

（違約金の徴収）  

第 14 条 落札者が契約を締結しないときは、契約希望金額の 100 分の２に相当する金額を違約金

として納付しなければならない。  

（契約の解除） 

第 15 条 落札者が契約を締結した場合において、当該落札者（以下「受託者」という。）が、独

占禁止法、刑法（明治 40 年法律第 45号）第 96条の３、第 198 条又は契約条項に違反する行為

を行ったと認められるときは、広域連合は契約を解除することがある。  

（不正行為に係る賠償額の予定等） 

第 16条 受託者は、前条にいう独占禁止法若しくは刑法に違反する行為が確定したとき又は契約

条項に違反する行為若しくは法令の規定に該当する行為を行ったと認められるときは、広域連

合が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として契約金額の 100 分の 10に相当する額を支払

わなければならない。 なお、賠償金の支払いは、広域連合と締結した契約において前述の行為

があった場合又はその疑いがある場合とする。 

２ 受託者は、広域連合に生じた実際の損害額が前項に定める額を超えるときは、超過分を支払

わなければならない。  

３ 前２項の規定は、その契約に係る業務内容が完了した後においても同様とする。  

（異議の申立） 

第 17 条 入札をした者は、入札後において、この心得、契約書案等の内容について、不明、錯誤

等を理由に異議を申し立てることはできない。  

（その他）  

第 18 条 入札に際しては、全て入札担当職員の指示に従うこと。 
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V 入札関係様式 

（様式第１号）  

 

一般競争入札参加申請書 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

（申 請 者） 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名  実印 

 

    件名：                       

 

上記件名についての一般競争入札に参加したく、関係書類を添えて申請します。  

なお、申請書及び関係書類の全ての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。  

また、地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当したときは、入札参加

資格の取消しをされても何ら異議の申し立てを行いません。  
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（様式第２号）  

 

使 用 印 鑑 届 

 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

 

実印 使用印 

  

 

件名：                       

 

上記の印鑑は、本件の次の行為に対し使用したいのでお届けします。 

 

１ 一般競争入札参加資格審査申請書に付属する各種届出 

２ 見積又は入札 

３ 契約締結 

４ 契約代金の請求及び受領 

５ 契約に関する各種証明 

 

令和  年  月  日  

 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名  実印  
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（様式第３号）  

 

会 社 経 歴 書 

 

所 在 地 

商号又は名称  

代表者職・氏名  印 

設立年月日 

資本金 

総職員数 

 

下表へ過去２年以内に履行を完了した国又は地方公共団体における類似する契

約の実績を２件以上記載してください。  

契 約 者 契約期間 業 務 名 契約金額（千円） 

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 ～   

 

記入責任者 

氏名 

電話   （   ） 

E-mail アドレス  
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（様式第４号の１）  

 

委 任 状 

 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

 

申請者 所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名  印  

 

件名：                       

 

上記件名に関し次の者を代理人と定め、下記のとおり権限を委任します。  

 

代理人 事業所所在地 

 

商号又は名称 

 

職・氏名  印 

 

記 

 

以上 

 

（委任事項）  

１ 一般競争入札参加資格審査申請書に付属する各種届出 

２ 見積又は入札 

３ 契約締結 

４ 契約代金の請求及び受領 

５ 契約に関する各種証明事項 
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（様式第４号の２）  

 

委 任 状 

 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

 

委任者 所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職・氏名  印  

 

件名：                       

 

上記件名の入札に関し、次の者を代理人と定め、権限を委任します。  

 

 

受任者 職名 

 

氏名  印 
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（様式第５号） 

 

役員等名簿及び照会承諾書 

 

令和  年  月  日 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

住 所 

商号又は名称 

代表者                印 

 

下記の役員等名簿に相違ないことを誓約するとともに、この名簿に記載した者につ

いて、熊本県後期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除に伴い熊

本県警察本部に照会することを承諾します。 

 

役職 氏
フリ

 名
ガナ

 住 所 生年月日 性別 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 

 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

※ 記載する前に、裏面の注意事項をお読み下さい。 

※ 本承諾書の作成にあたっては、裏面を両面印刷すること。 
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（裏） 

 

【注意事項】 

１ 氏名、住所等、この書面に記載された全ての個人情報は、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）の規定に基づいて取り扱うものとし、熊本県後

期高齢者医療広域連合が締結する契約等からの暴力団等排除のための措置以外の

目的には使用しません。 

熊本県後期高齢者医療広域連合がこれらの情報をもとに熊本県警察本部長（以下

「警察本部長」といいます。）から取得した個人情報についても同様です。 

また、警察本部長は熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年熊本

県条例第４４号）の実施機関と定められています。 

 

２ この書面には、次に該当する者を記載してください。なお、氏名は、正確な字体

で記載してください。 

（１） 株式会社（特例有限会社を含む。）については、取締役（代表取締役を含む。）、

執行役（代表執行役を含む。）、会計参与及び監査役 

（２） 合名会社又は合同会社については、社員 

（３） 合資会社については、無限責任社員 

（４） 社団法人又は財団法人については、理事、監事及び会計監査人 

（５） （１）から（４）までに掲げる法人以外の法人については、（１）から（４）

までに掲げる役職に相当する地位にある者 

（６） 法人格を有しない団体については、代表者及び団体の規約において重要な意

思決定に直接関与することとされる者 

（７） 個人については、その者 

（８） 次に該当する場合は、（１）から（７）に掲げる者のほか、次の者 

ア 支配人をおく場合は、支配人 

イ 支店長又は営業所長その他の者に契約事務を委任する場合は、支店長又は営業

所長その他の者 

（９） 当該法人が会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続中である場

合は、（１）から（８）までに掲げる者のほか、管財人 

 

３ この書面の記載に当たっては、対象者全ての同意を得てください。 
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（様式第６号） 

 

熊広医総第   号  

令和  年  月  日  

 

         様 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史  

 

一般競争入札参加資格審査結果通知書 

 

 先に申請のあった一般競争入札の参加資格について、下記のとおり決定したので通

知します。 

記 

 

申 請 の あ っ た 件 名  

入 札 日 時  

入 札 執 行 場 所 
 

入 札 参 加 資 格 の 有 無  

入 札 保 証 金 に つ い て 
 

参加資格がないと認めた理由 

 

（注）１ この通知（写し可）は、入札書を提出する際に持参すること。 

   ２ この通知を紛失したときは、直ちにその旨を届けること。 
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（様式第７号）  

 

質 問 書 

 

令和  年  月  日  

 

件   名   

 

商号又は名称  

 

代表者職氏名  

 

 

質 

問 

事 

項 

 

 

質 

問 

理 

由 
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（様式第８号）  

 

記 載 事 項 変 更 届 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

所在地（住所）  

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名  印  

 

件名：                       

 

上記件名についての一般競争入札参加申請書及び添付書類の記載事項について、下

記のとおり変更したので届けます。  

なお、この変更届の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。  

 

記 

 

１ 変更事項  

 

２ 変更前 

  

３ 変更後 

  

４ 変更年月日   令和  年  月  日  

 

５ 変更理由等  
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（様式第９号の１）  

 

入 札 書 

 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様  

 

 

所 在 地  

 

商号又は名称  

 

代表者職氏名  印 

 

代理人氏名   印 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合契約規則及び入札説明書等に掲げる事項について

承諾のうえ、入札します。  

 

記 

 

件名：                       

 

金額 

億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

         

 

 

（注）１ 入札金額は、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を

入札書に記載すること。 

２ 金額記載の文字はアラビア数字とし、金額の頭に￥記号をつけること。 

３ 代理人をもって入札する場合は、当該代理人の氏名の記載及び押印を行う

こと。 
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（様式第９号の２）  

 

 

内 訳 書 

 

 

件名：                            

 

 

内 訳 明 細 

 業 務 名 

プログラム   

開発・変更料  

（A） 

単 価    

（B） 

数 量     

（C） 

金 額       

（D＝B×C） 

合 計         

（E=A＋D） 

① 

高額介護合算療養費

支給決定通知書印刷

業務 

（用紙・プリント・加

工等） 

  21,700   

② 

高額療養費支給申請

勧奨通知印刷業務 

（用紙・プリント・加

工等） 

  22,800   

② 封入封緘・局出し業務   33,100   

③ 送付用封筒作成業務   33,100   

 合 計      

（注）内訳書（樣式第９号の２）の内訳明細合計金額及び入札書（樣式第９号の１）

の入札金額は同額とすること。 
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（様式第１０号） 

 

入 札 辞 退 届 

 

令和  年  月  日  

 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  大西 一史 様 

 

 

所在地 

 

商号又は名称 

 

代表者職氏名  印 

 

 

下記の入札案件について、都合により入札参加を辞退します。 

 

記 

 

１ 入 札 日  令和 年 月 日（ ） 

 

２ 件  名   

 

３ 辞退理由  

 

 

 

 

 

 

(注意) 

辞退届の提出により、今後、不利益な取扱いを受けることはありません。 
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Ⅵ 業務仕様書 

 

 

令和７年度高額介護合算療養費支給決定通知及び 

高額療養費支給申請勧奨通知印刷・封入等業務仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年２月 

熊本県後期高齢者医療広域連合 

 

 



 

 

24 

 

令和７年度高額介護合算療養費支給決定通知及び  

高額療養費支給申請勧奨通知印刷・封入等業務仕様書  

 

 

１   委託業務内容  

(１ )  熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）高額介護合算

療養費支給決定通知及び高額療養費支給申請勧奨通知に係る印刷業務  

〇高額介護合算療養費支給決定通知  

・高額介護合算療養費支給決定通知書  

A４片面モノクロ印刷（高白色コピー用紙）・約２１，７００部（広域連合が提

供する PDF データ件数と同数）  

ア．個人情報（対象者氏名・住所等）の印字あり。  

イ . モノクロにて印刷すること。  

ウ．印刷物の品質管理上必要となる「生産管理番号」等を原稿に付加して印刷

し、次の条件を満たすこと。  

①カスタマーバーコードによる郵便料金割引の適用ができること。  

②印字位置やフォントの種類・大きさ等を考慮し、他の記載内容と誤  

認することがないよう配慮すること。  

 

〇高額療養費支給申請勧奨通知  

・高額療養費支給申請について（お知らせ文）  

A４両面カラー印刷（高白色コピー用紙）・約１１，４００部  

ア .個人情報（対象者氏名・住所等）の印字あり。  

イ．印刷物の品質管理上必要となる「生産管理番号」等を原稿に付加して印刷

し、次の条件を満たすこと。  

①カスタマーバーコードによる郵便料金割引の適用ができること。  

②印字位置やフォントの種類・大きさ等を考慮し、他の記載内容と誤  

認することがないよう配慮すること。  

・高額療養費支給申請書  

A４両面カラー印刷（高白色コピー用紙）・約１１，４００部（広域連合  

が提供する PDF データ件数と同数）  

 

(２ )  高額介護合算療養費支給決定通知及び高額療養費支給申請勧奨通知に係る

封入封緘・局出し  

〇封入物の内訳  

・高額介護合算療養費支給決定通知  

高額介護合算療養費支給決定通知書（封筒 1 枚につき 1 通）  

・高額療養費支給申請勧奨通知  

高額療養費支給申請について（お知らせ文）（封筒 1 枚につき 1 通）  

高額療養費支給申請書（封筒 1 枚につき 1 通）  
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返信用封筒（該当市町村のみ）（封筒 1 枚につき 1 通）  

ア．封入前に受領データの全件が印刷されていることを確認すること。  

イ．送付用封筒は（３）で作成したものを使用すること。   

ウ．封筒１枚につき三つ折りにした印刷物を封入物の内訳に記載した内  

容ごとに１枚ずつ封入すること。返信用封筒については封入しない市町  

村があるなど、一部封入条件あり。  

エ．封緘まで行い、高額介護合算療養費支給決定通知は郵便区分けを行い、高

額療養費支給申請勧奨通知は番号順に並べ、委託者が指定する郵便局に料金後

納郵便差出票とともに持ち込むこと。  

 

(３ )  送付用封筒（長３窓開き封筒）作成業務  

・作成数量  ３３，１００枚  

・サイズ   長型３号（２３５ミリ×１２０ミリ）  

・窓サイズ  ９０ミリ×５０ミリ  

・窓の種類  グラシン窓  

・その他   アドヘア糊又はアラビア糊付き  

      料金後納郵便マーク付き  

      封筒表面に広域連合名等を印刷（１色刷り）  

 

２   契約期間  契約締結日から令和８年３月３１日まで  

 

３   業務委託に係るデータ等の送付時期及び納期等  

 〇高額介護合算療養費支給決定通知  

発送日  発送見込み件数  

令和 7 年 4 月 28 日頃  約 6,000 通  

令和 7 年 5 月 28 日頃  約 2,600 通  

令和 7 年 6 月 26 日頃  約 1,100 通  

令和 8 年 3 月 26 日頃  約 12,000 通  

〇高額療養費支給申請勧奨通知  

発送日  発送見込み件数  

令和 7 年 5 月 30 日（金）  約 1,000 通  

6 月 30 日（月）  約 2,600 通  

8 月 29 日（金）  約 2,600 通  

10 月 31 日（金）  約 2,600 通  

令和 8 年 2 月 27 日（金）  約 2,600 通  

  ※上記件数は過去の実績等に基づく見込であり、実際の件数はデータ提  

供時点で広域連合が通知する件数となる。  

（１）印刷データ及び一覧データは、次の日程を目処に提供予定。  

・高額介護合算療養費支給決定通知  発送月の２３日頃  
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・高額療養費支給申請勧奨通知    発送月の２０日頃  

（２）１（３）に係る成果物は、令和７年４月２２日までに検品を行い、業務余

剰分については、契約期間内に広域連合へ納品すること。  

また、成果物は令和８年３月発送分の業務完了までは受託者が保管  

することとする。保管場所の確保が難しく、成果物を数回に分けて  

作成する場合は委託者と事前に協議をすること。  

（３）１（２）の成果物について高額介護合算療養費支給決定通知はデータ受渡

しの翌日から起算し３営業日目に郵便局へ持ち込むこととする。高額療養

費支給申請勧奨通知は発送日に郵便局へ持ち込むこととする。  

 

４   履行場所  委託業務の履行場所は、広域連合が指定する場所  

 

５   業務作業場所等  

業務作業場所等について、セキュリティ・緊急時の対策等を考慮し、次のと

おり定める。  

（１）データ等の受け渡しから成果物の納品又は郵便局への運搬までに、デ  

ータや成果物の紛失等が無いよう、万全のセキュリティ態勢が整った  

場所とすること。  

（２）熊本県内の工場で印刷から印字・封入封緘を一つの建屋で完結するこ  

と。  

（３）印字、封入封緘、シーリング等の処理に当たっては、天変地異などの  

不測の事態に備え各々複数台の設備を有し、バックアップ体制が取れ  

ていること。  

（４）作業室内は、 24 時間の機械監視及び入退室管理が行われていること。  

（５）全ての作業エリア内は、入退室管理、監視カメラ等による不正防止対  

策が講じられていること。  

（６）広域連合より作業状況の検査、立会いを要望した場合は速やかに応じ  

ること。  

 

６   受け渡しデータの仕様  

（１）データの授受媒体は、セキュリティ環境と安全性の整ったデータ送信  

又はＣＤ－Ｒ等の電子媒体（持ち運びの際は施錠可能な専用ケース等に  

入れること）とし、受託者にて用意すること。  

（２）データは受託者が広域連合から受け取り、作業完了後、速やかに返却  

すること。  

（３）提供するデータ形式は、下記のとおりとする。  

・高額介護合算療養費支給決定通知書  

データ形式  PDF ファイル（ RGB カラースペース）  

フォント  KAJO_JMincho（埋め込みサブセット）  

  ・支給決定通知対象者一覧  
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   データ形式  CSV ファイル  

   データ内容   PDF ファイル名、ページ番号、自治体コード、  

通知番号、郵便番号  

・高額療養費支給申請について（お知らせ文）  

データ形式  PDF ファイル（ RGB カラースペース）  

フォント  KAJO_JMincho（埋め込みサブセット）  

  ・高額療養費支給申請書  

データ形式  PDF ファイル（ RGB カラースペース）  

フォント  KAJO_JMincho（埋め込みサブセット）  

 

７   印刷  

(１ )  広域連合が提供するデータの受領後、１営業日以内にテスト印刷を行い、

先頭から 10 部のＰＤＦデータ又は出力紙を提出すること。  

(２ )  上記の結果を広域連合が確認し、承諾後に、提供されたデータにより印刷

すること。  

 

８   完了届の提出  

業務完了後は各月ごとに、速やかに広域連合へ「完了報告書」を提出するこ

と。  

 

９   支払方法等  

広域連合は受託者の各月の作業完了並びに送付用窓開き封筒の検品後  

に①及び②の金額を委託料として支払うものとする。  

 ①次の項目に係る実績に単価を乗じた額  

 「１  委託業務内容（１）」により印刷した枚数  

「１  委託業務内容（２）」により封入・封緘・局出し・納品した枚数  

②次の項目に係る額  

「１  委託業務内容（３）」により作成した送付用窓開き封筒  

 

１０  その他  

(１ )  関係法令をはじめ、特許等において配慮すべき点が存在する場合は、受託

者により調整しその責を負うこと。  

(２ )  個人情報保護に関する各種取り扱いを遵守すること。  

(３ )  業務に係るデータについては、自ら取り扱うものとし、第三者に当該デー

タの取扱いを委託してはならない。ただし、広域連合の承認がある場合は

この限りでない。  

(４ )  本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度協議のうえ

決定するものとする。  

 

 



 

 

28 

 

 

Ⅶ 委託契約書（案） 

委託契約書（案） 

 

熊本県後期高齢者医療広域連合（以下「委託者」という。）と、           （以下

「受託者」という。）とは、業務の委託について次の条項により契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 委託者は、受託者に対して、令和７年度高額介護合算療養費支給決定通知及び高額療養

費支給申請勧奨通知印刷・封入等業務（以下「委託業務」という。）を委託し、受託者はこれを

受託する。 

 

（委託業務内容及び処理方法） 

第２条 委託者は、次に定める業務を受託者に委託する。 

（１） 高額介護合算療養費支給決定通知の印刷及び紙折り業務 

（２） 高額介護合算療養費支給決定通知の封入・封緘及び局出し業務 

（３） 高額療養費支給申請勧奨通知の印刷及び紙折り業務 

（４） 高額療養費支給申請勧奨通知の封入・封緘及び局出し業務 

（５） 送付用封筒作成業務 

２ 前項に掲げる委託業務の詳細については、別紙業務仕様書のとおりとする。 

 

（成果物の品質） 

第３条 前条に規定する委託業務により作成される成果物は、引き渡し時において、業務仕様書

に定める品質、性能に適合するものであることを要する。 

 

（契約期間） 

第４条 委託業務に係る契約期間は、契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

 

（業務委託料） 

第５条 委託者は委託業務に係る業務委託料を受託者に支払うものとし、その金額については次

の表の①及び②は実績数に単価を乗じた金額とし、③については 33,100（封筒作成数）に単価

を乗じた金額とする。 

 プログラム開発・変更料 1 件当たりの単価 

①高額介護合算療養費決定通知書 

印刷業務 

（用紙・プリント・加工等） 

円 円 

②高額療養費支給申請勧奨通知印刷業務 

（用紙・プリント・加工等） 
円 円 
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②封入封緘・局出し業務 円 円 

③送付用封筒作成業務 円 円 

２ 前項に掲げる開発・変更料及び単価は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。 

 

 （業務委託料の請求及び支払方法） 

第６条 受託者は第 25条の検査が完了したときは、業務委託料の支払を請求書により、委託者に

請求するものとする。 

２ 委託者は、受託者からの請求書が正当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から

30 日以内に、前条に定める業務委託料を、受託者の指定する方法により支払うものとする。 

 

（契約保証金） 

第７条 受託者が委託者に支払う契約保証金は、熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第

28条第２項第３号の規定により免除する。 

 

（履行場所） 

第８条 受託者の委託業務の履行場所は、委託者の指定する場所とする。 

 

（権利義務譲渡の禁止） 

第９条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保

の目的に供することができない。ただし、委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

 

（再委託の禁止） 

第１０条 受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託することができない。ただし、委

託業務のうち主要でない部分について、あらかじめ、委託者の書面による承諾を受けたときは、

この限りでない。 

 

（秘密の保持等） 

第１１条 受託者は、前条ただし書により委託者が承諾した場合を除き、この契約の履行により

知り得た内容を一切第三者に漏らしてはならない。 

２ 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 

 

（データ複写及び複製の禁止） 

第１２条 受託者は、委託業務に係る一切のデータを、本契約の目的以外に複写又は複製しては

ならない。 

 

（個人情報の保護） 

第１３条 受託者は、日本産業規格 JISQ15001、個人情報の保護に関する法律及び「個人情報の

保護に関する法律についてのガイドライン」（平成 29 年 5 月 30 日施行、個人情報保護委員会。
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以下、総称して「ガイドライン等」という。）に準拠して個人情報保護のための社内体制を確立

するとともに、委託者の保有する個人情報が委託者から預託される場合、前記社内体制の下で

当該個人情報が外部に漏洩し、滅失し、又は毀損しないよう以下に定める組織的・人的・物理

的・技術的安全管理措置をとり、内部における管理・責任体制の確保を図るものとする。 

（１） 個人情報保護管理部門の設置、社内監査体制の整備、社内報告連絡体制の整備、その

他個人情報保護のための組織体制の整備 

（２） 個人情報の取扱いに関する規程の整備及び運用 

（３） 個人情報の取扱いに関する社内教育及び訓練の実施 

（４） 個人情報を取り扱う部屋への入退室の管理 

（５） 個人情報が記録された媒体又は個人情報を取り扱う機器等の盗難、破損防止対策 

（６） 個人情報へのアクセス制限及び内部管理者による個人情報へのアクセス管理 

（７） 不正アクセス及びウィルス防御対策 

（８） その他、受託者が必要かつ適切と認める安全管理措置 

２ 万一預託個人情報が外部に漏洩し、滅失し、又は毀損した場合、受託者は、直ちにその拡大

を防止するために必要かつ適切な措置を講じ、委託者に対してその事実を速やかに報告すると

ともに、事故の原因を速やかに究明し、委託者に報告するものとする。 

３ 委託者は、預託個人情報が第１項のガイドライン等に準拠して適切に取得及び管理されてい

るものであること、並びに受託者が預託個人情報を委託業務に利用することが預託個人情報の

利用目的に合致し、その利用に際しては一切の法令上及び事実上の障害が存在しないことを保

証する。 

 

（調査等） 

第１４条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の委託業務の処理状況について調査し、

受託者に対して報告を求め、又は受託者の作業する場所等を立ち入り検査することができる。 

２ 受託者は、前項の調査等に積極的に協力しなければならない。 

 

（資料の返還） 

第１５条 受託者は、委託業務を処理するため委託者から提供された個人情報について、業務完

了後速やかに委託者に返還するものとする。 

２ 受託者は、成果物の作成のため、受託者の保有する記録媒体上に保有する個人情報について、

業務完了後速やかに消去するものとする。 

 

（注意義務） 

第１６条 受託者は、委託業務の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって、委託業務を処理

するものとする。 

 

（申出義務） 

第１７条 受託者は、本契約締結後の事情の変化により、委託業務を遂行することが困難となり、

若しくは委託者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、速やかに委託者に報告し、必要な指示

を受けなければならない。 
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（損害賠償） 

第１８条 委託者又は受託者は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議し

て定めるものとする。 

２ 受託者が、委託者に前項に規定する損害を与えたとき、委託者は、受託者への債務から前項

で定める賠償額を控除することができる。 

３ 受託者は、委託者の責めに帰すべき理由により第６条第２項の支払が遅れたときは、委託者

に対して政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定

による額の遅延利息を請求することができる。 

 

（委託者の解除権） 

第１９条 委託者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。 

（１） 受託者又はその代理人、若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行

為をしたとき。 

（２） 受託者が、財産上の信用に係る差し押さえ、競売、強制執行、税の滞納処分等を受け

たとき。 

（３） 受託者が、破産、和議、会社整理、会社更生又は民事再生の申立てを行ったとき。 

 

（受託者の解除権） 

第２０条 受託者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、この契約を解除することができる。 

（１） 委託者が、契約の履行に当たり必要な指示を著しく遅延したとき。 

（２） 委託者が、契約代金の支払を遅延したとき。 

 

（催告解除） 

第２１条 委託者又は受託者は、相手方がその債務の全部又は一部について本契約に従った履行

をしない場合において、３日間以上の期間を定めてその履行の催告を行ったが、その期間内に

本契約に従った履行がないときは、契約の解除をすることができる。ただし、債務の不履行が

債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。 

 

（無催告解除） 

第２２条 委託者又は受託者は、次に掲げる場合には、前条の催告をすることなく、直ちに契約

の解除をすることができる。ただし、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるもの

であるときは、この限りではない。 

（１） 受託者の債務の全部の履行が不能であるとき。 

（２） 相手方がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３） 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒

絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す

ることができないとき。 
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（４） 受託者が、委託者の指定する期日までに、委託者の指定する場所において本件成果物

を引き渡さなかったとき。 

（５） 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告を

しても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであると

き。 

２ 委託者は、次に掲げる場合には、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除する

ことができる。 

（１） 受託者の債務の一部の履行が不能であるとき。 

（２） 受託者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 

（契約解除の通知） 

第２３条 前４条の規定により契約を解除するときは、委託者又は受託者は書面により速やかに

その旨を契約の相手方に通知しなければならない。 

 

（暴力団の排除） 

第２４条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。 

（１） 熊本県後期高齢者医療広域連合が行う契約等における暴力団等排除措置に関する事務

取扱要領第２条第４号に規定する暴力団等（以下「暴力団等」という。）又は第５号に規定

する暴力団等関係者（以下「暴力団等関係者」という。）であると認められるとき。 

（２） 次に掲げる行為の相手方が暴力団等関係者であることを知りながら当該行為を行った

と認められるとき。 

ア 暴力団等関係者を役員等（受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上

参加している者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加し

ている者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすること。その他暴力団等関

係者を経営に関与させること。 

イ 暴力団等関係者を雇用すること。 

ウ 暴力団等関係者を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

エ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等関係者に対して、金銭、物品その他

財産上の利益を与えること。 

オ 暴力団等関係者を問題の解決等のために利用すること。 

カ 役員等が暴力団等関係者と密接な交際をすること。 

キ 暴力団等関係者であること又はアからカまでに掲げる行為を行うものであると知りな

がら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

（３） 暴力団等又は暴力団等関係者から不当介入を受けたにもかかわらず、警察に通報する

とともに捜査上必要な協力を行うこと及び委託者へ報告することを怠ったと認められると

き。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、受託者は、違約金として業務委託料の

100 分の 10 に相当する金額を委託者に支払うものとする。 
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（納品及び検査） 

第２５条 受託者は、委託者に対し委託業務の履行結果である（業務仕様書に定める）成果物を、

委託者の指定する期日までに、委託者の指定する場所へ納品し、業務完了後は速やかに「完了

報告書」を提出し、委託者の検査を受けなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第２６条 委託者は、成果物が納品された場合において、種類、品質又は数量が契約の内容に適

合しないこと（以下「契約不適合」という。）が判明したときは、受託者に対し、相当の期間を

定めて、委託者の指定した方法により成果物の修補、代替物の納入を求めることができる。こ

の場合において、民法第５６２条第１項ただし書の規定は、適用しない。 

２ 前項の期間内に受託者が成果物の修補又は代替物の納入をしないときは、委託者は、受託者

に対して代金の減額を請求することができる。 

３ 前２項の規定は、成果物の契約不適合について、委託者が受託者に対して損害賠償を請求し、

又はこの契約を解除することを妨げない。 

 

（事故報告） 

第２７条 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

 

（専属的管轄裁判所） 

第２８条 この契約に関する一切の紛争については、熊本地方裁判所又は熊本簡易裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（不可抗力による損害） 

第２９条 委託者又は受託者は、予期することのできない自然災害等当事者のいずれの責めにも

帰することのできない事由（以下「不可抗力」という。）によって履行の遅延その他の債務不履

行が生じた場合であっても、善良な管理者としての注意をしたものと認められる場合には、そ

の責務を負わない。この場合においては、その後の措置について双方協議するものとする。 

２ 受託者は、不可抗力により業務の履行に支障が生じたときは、速やかにその状況を委託者に

報告したうえで、損害の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとらなければならない。 

３ 委託者は、不可抗力により受託者の業務の履行が困難であると認められるときは、この契約

を解除することができる。 

 

（疑義についての協議） 

第３０条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契

約書、若しくは業務仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者が協議の上、定め

る。 
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本契約締結の証として、本書２通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

令和  年  月  日 

 

委託者 所在地 熊本県熊本市東区健軍 2 丁目 4 番 10 号 

名 称 熊本県後期高齢者医療広域連合 

代表者 広域連合長 大 西 一 史   印 

 

受託者 所在地  

      商 号   

代表者                 印 


